
関 西 道 路 研 究 会 会 則 
制  定 昭和50年6月5日 

最近改正 平成28年8月2日 

第1章  総則 

（名称） 

第1条 この会は、関西道路研究会（以下「本会」という。）という。 

（事務所） 

第2条 本会は、事務所を大阪市中央区内におく。 

 
第2章 目的及び事業 

（目的） 

第3条 本会は、道路に関する意見の交換及び調査研究を行うことを目的とする。 

（事業） 

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。 

（１） 道路に関する各種調査研究及び参考資料の蒐集 

（２） 講演会、講習会、座談会及び懇談会の開催 

（３） 見学及び視察 

（４） 道路に関する試験及び指導の受託 

（５） 道路の関する諮問の答申又は建議 

（６） 会報、その他図書の類の刊行 

（７） そのほか、本会の目的達成に必要な事業 

 
第3章 会員及び会費 

（会員の種別及び資格） 

第5条 本会の会員の種別及び資格は次のとおりとする。 

（１）国及び公共団体の職員ならびにその他道路に関する業務に従事している個人 

（２）道路に関する学識経験のある個人 

（３）本会の目的及び事業に賛同する個人 

（４）本会の目的及び事業に賛同する会社および団体（法人という） 

２ その他の参加 

  本会と共同研究などを行う公共団体など 

（会員の入退会） 

第6条 会員の入会並びに退会は、会員規定の定めにより手続きを行い、幹事会の審査を経て会長の承認を得な

ければならない。 

（会費） 

第7条 会員は、会費及び臨時会費を負担する。 

２ 前項の会費及び臨時会費の額は、会員規定で定める。 

 
第4章 名誉会長 

（名誉会長） 

第8条 本会に名誉会長をおくことができる。 

  ２ 名誉会長は、会長退任者であって総会において推挙された者とする。 

  ３ 名誉会長である会員については、前条第1項の規定は適用しない。 

 



第5章 役員及び評議員 

（役員） 

第9条 本会には次の役員をおく。 

  （１）会長    1名 

  （２）副会長  若干名 

  （３）幹事長   1名 

  （４）幹事   10名以上20名以内 

          （うち1名を庶務専任、1名を会計専任とする。） 

  （５）会計監事  2名 

（評議員）  

第10条 本会には、評議員をおく。 

   ２ 前項の評議員は15名以上20名以下とする。 

（役員及び評議員の任期） 

第11条 役員及び評議員の任期は、2年とする。 

（役員及び評議員の報酬） 

第12条 本会の役員及び評議員は、名誉職とする。 

（役員及び評議員の選出） 

第13条 役員の選出は、次の各号による。 

（１） 会長は、評議員のなかから会員が選出する。 

（２） 副会長は、会長が指名する。 

（３） 幹事長は、評議員のなかから、幹事は、会員のなかから会長が評議員会の同意を得て選任する。専

任幹事は、幹事のなかから幹事長が指名する。 

（４） 会計監事は、評議員の互選による。 

   ２ 評議員の選出は、会員の互選による。 

（役員及び評議員の職務）         

第14条 役員は次の職務を行う。 

（１） 会長は、本会の代表として会務を総理し、総会及び評議員会の議長となる。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。 

（３） 幹事長及び幹事は、会長の指示により会務を処理し、専任幹事は、幹事長を補佐し、幹事会の決定

に基づく日常の事務を処理する。 

（４） 会計監事は、会計を監査し、総会で監査内容を報告する。 

２ 評議員は、会長の諮問に応じ、又は本会の運営に関する重要事項を審議する。 

 
第6章 会計年度 

（会計年度） 

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 

 
第7章 総会及び評議員会幹事会 

（総会の開催） 

第16条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要とするときは、臨時総会を開催することができる。 

（総会の審議事項及び議決） 

第17条 総会は、本会の予算、決算、その他重要事項を審議し、出席会員の過半数で決定する。 

可否同数のときは、議長が決定する。 

（評議員会の開催） 



第18条 評議員会は、会長が必要とするとき、及び評議員の過半数の請求があるときに開催する。 

（評議員会の審議事項及び議決） 

第 19 条 評議員会は、総会に付議する事項、本会の運営に必要な規定の制定、改廃その他重要事項を審議し、

出席者の過半数で決定する。可否同数のときは、議長が決定する。 

   ２ 評議員会の決議事項は、総会に報告する。 

（幹事会の開催） 

第20条 幹事会は、幹事長が必要とするとき、開催する。 

（幹事会の審議事項及び議決） 

第 21 条 幹事会は、評議員会に付議する事項、その他日常事務に関する事項を審議し、出席者の過半数で決定

する。可否同数のときは、幹事長が決定する。 

 
第8章 特別委員会 

（特別委員会の設置） 

第22条 会長は、第4条の事項を行うため、特別委員会をおくことができる。 

（特別委員会の委員長） 

第23条 特別委員会の委員長は、会長が決定する。 

（特別委員会の構成及び活動等） 

第24条 特別委員会の構成及び活動等は、特別委員会規定に基づいて行う。 

  ２ 特別委員会の設置及び改廃、並びにその事業は、総会に報告する。 

（研究成果の報告） 

第25条 特別委員会の研究成果は、すみやかに会長に報告する。 

 
第9章 表彰 

（表彰） 

第26条 会長は、本会の目的達成のため、特に顕著な功績があった会員（共同研究者等を含む。）を、表彰規定

の定めにより表彰することができる。  

 
第10章 事務局 

（事務局の設置） 

第27条 会長は、会務を執行するため事務局を設け事務の処理をする。 

  ２ 事務局の構成等については、評議員会で定める。 

 
第11章 補則 

（会則の変更） 

第28条 本会則の変更は、総会の議決による。 

（規定の決定） 

第29条 本会則に基づく規定は、評議員会において決定する。 

（施行期日） 

第30条 本会則は、昭和50年6月5日から施行する。 

 

 
附則   当面の経過措置として、前回改正以前の会則に規定されていた名誉会員は存続するものとする。 

附則     この改正は、平成28年8月2日から施行する。 


